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Ⅱ．各歳出分野における取組  

 

１．社会保障  

 

（１）総論  

   当審議会は、１月にとりまとめた「平成 25 年度予算編成に

向けた考え方」において、今後の社会保障制度改革のあり方に

ついて考え方を示したところである。  

   我が国の社会保障制度は、自助・自立を基本とした上で、そ

れを「共助」と「公助」で補完する制度である。本来「共助」

である年金、医療・介護等の公的保険制度においては、保険給

付の財源は社会保険料で賄うことが原則である。ところが、わ

が国の社会保障制度の現状を見ると、社会保険方式を採りなが

らも、公費負担への依存が大きく、依存度が上昇している。し

かも、本来税財源により賄われるべき公費負担の財源について、

特例公債を通じた将来世代への負担の先送りが続けられてい

るのが現状である。  

   当面は、消費税増収分を活用して公費を追加し、社会保障の

充実を図ることとされている社会保障・税一体改革の実現が課

題である。社会保障における改革の内容こそが消費税率引上げ

に当たり国民が注視しているものであり、国民の理解と納得を

得るためには、消費税増収分を目に見える実効的な改革につな

げ、その成果を国民に還元していかなければならない。  

本年２月 28 日には、社会保障制度改革国民会議（以下単に

「国民会議」という。）において、当審議会財政制度分科会の

田近分科会長代理、土居委員が意見を開陳したところであるが、

当審議会が１月のとりまとめで示した「補完的・限定的な分野

に対し、その目的を明確化しつつ、効率的・効果的に公費を投

入するとの原則」を、社会保障・税一体改革において貫徹する

必要がある。具体的には、公費追加による政策効果、公費追加

の手法更には公費投入先の優先順位付け等が厳しく検証され

なければならない。  
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   同時に、今般の社会保障・税一体改革が実現してもなお消費

税収が社会保障給付費の公費負担の総額に対して大幅に不足

する見込みであるなど引き続き安定財源確保という重い課題

が残されているからには、社会保障の重点化・効率化に徹底し

て取り組み、社会保障費の抑制に着実につなげていくことが欠

かせない。国民は、なお負担以上のサービスを享受しつつ、大

きな負担を将来世代に先送りし続けている現実を直視し、必要

な負担増や給付抑制を受け容れる覚悟を持たねばならない。  

   このような状況の下、社会保障・税一体改革を機に、既往の

取組を超えて社会保障の重点化・効率化のための新たな制度改

革に踏み込むことに躊躇があってはならず、それにより社会保

障の充実の財源を捻出することも求められる。その際、社会保

障の重点化・効率化の効果が過大に甘く見積もられ、その見積

もりに基づいて社会保障の充実が行われたり、重点化・効率化

の効果が発現しないうちに先行的に社会保障の充実が図られ

たりすることは避けなければならない。  

   あわせて、生活習慣病対策、ICT 化の推進、後発医薬品の使

用促進、介護予防などといった既往の重点化・効率化策につい

ては、財政健全化の観点から、社会保障・税一体改革とは別に

不断に取り組むべき重点化・効率化策と位置づけるべきである。

勿論、これらについても、これまでの取組の検証と反省を欠か

さず、より効果的な施策を模索することは当然である。  

   われわれは、今般の社会保障・税一体改革は持続可能な社会

保障制度の確立に向けた第一歩に過ぎないという認識を出発

点として共有しなければならない。政府は、なお残る社会保障

給付費の公費負担の総額と消費税収の大幅なギャップ 1にどの

ように対応していくのか、更には最終的に公費負担の総額の伸

びが経済の伸びと大きくかい離しないような経済・財政との調

和が図られた制度設計をどのように担保していくのか、道筋を

示していく責任がある。  
                                      
1 資料Ⅱ -１ -１参照  
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（２）社会保障・税一体改革における課題  

 

①総論  

社会保障・税一体改革については、国民会議で着実な審議が

積み重ねられており、議論の整理が図られている。  

４月 22 日には、医療・介護分野について議論の整理が行わ

れたが、そこでは、選択と集中により病院機能を再編しつつ、

超高齢化社会の進展に即して「地域全体で治し、支える医療・

介護」を構築するという「医療・介護サービスの提供体制改革」

を、社会保障・税一体改革に伴う消費税増収分を段階的・有効

的に活用しつつ国民健康保険（以下単に「国保」という。）の

保険者を都道府県とすることを始めとする「医療・介護保険制

度の改革」と一体的に推進することが謳われている。  

少子化分野について５月 17 日に行われた議論の整理では、

消費税増収分について、待機児童の解消という喫緊の課題に向

けて子育て支援の量の充実等に活用していく方向性が示され

ている。  

これらの整理は、当審議会の考え方と足並みが揃ったもので

あり、国民会議において当該整理を踏まえた最終的なとりまと

めが行われ、政府が講じる法制上の措置として具現化すること

を強く期待したい。  

年金分野については、国民会議で現在議論中であるが、年金

制度の長期的な持続可能性を高めるため、マクロ経済スライド

の着実な実施、高所得者への年金給付の見直し、公的年金等控

除の見直しに加え、中長期的な更なる支給開始年齢の引上げの

検討など、現行制度における残された課題に着実に取り組んで

いく方向性が示されることを期待したい。  

 

②医療・介護サービスの提供体制改革  

（イ）改革の手法  

わが国の医療・介護サービス提供体制には、医療・介護を

担う人材が不足・偏在し、機能分化が不十分な上に病院・診
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療所間などの相互の連携も不足しているなど、医療・介護ニ

ーズに対して必ずしも効率的で最適な体制となっていない

という問題がある。  

この点が、人口当たりの病床数が多い一方で、人員配置が

手薄で平均在院日数が長いという長年指摘されてきたわが

国医療の特徴につながっている。過剰需要（供給誘発需要や

必要性の低い需要）が生じる一方で、必要なサービスが十分

には提供されていないという現状のままでは、今後とも医療

や介護の給付費は幾らあっても足りないということになり

かねない [資料Ⅱ -１ -２参照 ]。  

国民の医療・介護ニーズに見合った重点的・効率的な医

療・介護サービスの提供体制を構築していくことは社会保障

給付費の抑制の観点からも喫緊の課題であるが、当審議会は、

かねてより改革の手法として診療報酬などを含め公費追加

を伴う手段が殊更に取り上げられている点を不十分と指摘

し、他の実効ある手法の導入を求めてきた。  

この点、国民会議における議論の整理では、各地域が医

療・介護需要のピーク時までの地域医療・包括ケアビジョン

を策定し、中期的な医療計画や地域包括ケア計画で裏付けし

ていくこと、医療計画上の病床規制（基準病床数の算定）を

高度急性期・一般急性期・亜急性期といった新たな医療機能

別のものとすること、医療計画の策定者である都道府県に保

険医療機関の指定・取消権限を与えることに加え、医療機能

の分化・連携のための医療機関の再編等ができるよう医療法

人制度を見直すこと等が提案されている。更には、医療計画

の策定者である都道府県を国保の保険者とすることにより、

保険者機能を通じた受益と負担の牽制を働かせるという重

要な提案もなされている。これらの医療・介護サービスの提

供体制改革を実効あらしめるための取組について一層検討

が深まり、早急に制度化されていくことを期待したい [資料Ⅱ

-１ -３参照 ]。  
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（ロ）公費追加の手法  

（イ）でも述べたように、医療・介護サービスの提供体制

改革に関する従来の議論においては、急性期への医療資源の

集中投入などを図るため、消費税増収分を活用した診療報酬

の重点配分などの公費追加が必要であるとされてきた。しか

し、医療機能ごとの診療報酬の重点配分が所期の効果を発揮

するためには、病院と診療所間の連携を含め医療機能の分

化・連携が一定程度進捗していることが前提とならなければ

ならない。したがって、そこに至るまでの当面の公費追加に

ついては、そのあり方を検討する必要がある。  

すなわち、国民会議の議論を通じて、地域によって極めて

多様な医療・介護の実態が浮彫りとなったことを踏まえれば、

医療・介護サービスの提供体制改革には地域ごとの対応が不

可欠である。しかし、地域ごとに異なる算定が基本的に行わ

れない現行の診療報酬体系の下では地域の実情に応じたメ

リハリのある配分は期待できない。加えて、現行の診療報酬

では、医療機関単位・医療行為単位で評価が行われるため、

医療機関の再編等を直接評価し、支援していくには馴染まな

いという限界もある。  

医療・介護サービスの提供体制改革には、各地域における

医療機能の分化・連携の取組が欠かせず、そこに消費税増収

分を活用して公費を投入するというのであれば、まずはそこ

に特化した効率的・効果的な手法を採らなければ、消費税増

収分を国民に還元するという今般の社会保障・税一体改革の

趣旨を貫徹し得ない。診療報酬の増額で対応する場合、保険

料負担の増加を徒にもたらしかねないことにも留意せねば

ならない。  

当面の公費追加については、診療報酬に代えて地域ごとの

対応が可能であり、かつ医療機能の分化・連携に必要なコス

トを直接支援することも可能な手法を検討していく必要が

ある。また、当面の公費追加を診療報酬以外の手法により行
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う場合、その間の診療報酬改定については十分に抑制の効い

たものとしなければならない。  

いずれにせよ、いかなる公費追加の手法を採るにせよ、各

地域において今般の医療・介護サービスの提供体制改革に伴

う地域医療等に係る将来のビジョン等の策定がなされる前

に公費追加がなされることは、公費の有効活用の観点から、

あり得ない。  

 

③医療・介護保険制度の改革  

医療・介護保険制度については、国民会議の議論の整理に

おいては、医療分野における高齢者の自己負担の見直し、後

期高齢者支援金の負担に対する全面総報酬割、所得の高い国

民健康保険組合に対する定率補助の廃止、介護分野における

一定以上の所得がある利用者の負担割合の見直し、軽度者に

対する介護保険給付の見直し、介護納付金の負担に対する総

報酬割の導入など、当審議会が提起した重点化・効率化策が

盛り込まれている [資料Ⅱ -１ -４、５、６参照 ]。  

更には、医療分野では高額療養費制度（70 歳以上の外来特

例など）の見直しや一定病床数以上の一般病床での紹介のな

い外来受診への定額負担の導入、介護分野では補足給付にお

ける資産等の勘案なども提案されている。  

これらについては、最終的な取りまとめの段階でも明確に

方針として打ち出し、速やかな実現を図るべきである。  

なお、当審議会は、１月のとりまとめにおいて、既に後期

高齢者支援金の負担に対する全面総報酬割の導入を求めて

いたところであるが、その際と同様、協会けんぽに対する国

庫補助を所得の高い健保組合を中心に他の被用者保険全体

の保険料負担で肩代わりする構図となるため、慎重な対応を

求める意見があったことを付言する。  

ところで、今般の国民会議の議論の整理では、全面総報酬

割により不要となる協会けんぽへの国庫補助分の財源につ
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いて国保に優先投入すべきとの議論の方向性が示されてい

る。  

この財源については、協会けんぽの給付費に対する国庫補

助割合の引上げのために再投入すべきとの意見や前期高齢

者の給付費に充てるべきとの意見も見られるが、当該財源の

充当先については、国家財政や医療保険制度全体を見渡した

上で、限られた財政資金をいかに効率的・効果的に用いるか

という観点から決定されるべきであり、恰も被用者保険のた

めの財源として取り扱うことや、公費投入の効果として、高

齢者や低所得者が多いために財政状況がより厳しい国保の

負担よりも、健保組合等の負担の方が軽減される結果となる

ことは、適当でない。  

このような状況の下、当審議会としては、不要となる国庫

補助分については、財政健全化の見地から、国債発行額の抑

制に活用することが最も望ましいという立場に立つ。しかし、

保険者への公費投入が避けられないとすれば、１月のとりま

とめで示した保険者への財政支援に際して「財政基盤の弱い

保険者に限って重点的に講じる」との考え方に沿うべきであ

る。したがって、国民会議が示した国保に優先投入という考

え方も、国保の保険者機能や財政基盤の構造的な改革につな

がるものとすることを前提として、次善の選択として是認で

きるものと考える。  

すなわち、国保には既に多額の公費が投入されており、支

援措置を更に講ずるとしても、単なる追加的な赤字補填にと

どまってはならず、国保の保険者を都道府県にするといった

保険者機能の強化の観点からのあるべき改革の実現とセッ

トで行われる必要があり、かつ、その公費投入が国保の赤字

構造への訣別を意味するものでなければならない。  

 

④医療・介護分野の公費追加フレーム全体の見直し  

公費追加の規模や時期については、社会保障・税一体改革

においては、かねて、医療・介護分野について、医療介護サ
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ービスの提供体制の改革関係で 1.4 兆円程度の充実と▲0.7

兆円程度の重点化・効率化が行われ、差引き 0.6 兆円程度の

公費追加となるほか、計 1.6 兆円弱程度の公費追加が計画さ

れていたが、具体的な改革の道筋が明らかになるにつれ、そ

の見直しが課題になっている [資料Ⅱ -１ -７、８参照 ]。  

例えば、医療・介護サービスの提供体制改革関係では、こ

れまで改革の進捗により 2015 年度までに入院需要の抑制に

伴う平均在院日数の減少等で▲4,400 億円程度の重点化・効

率化効果が生じるとされてきた。こうした効果は改革への精

力的な取組で着実に実現しなければならないとしても、国民

会議の議論で想定されている改革スケジュールでは、 2015

年度までにその効果が生ずることは見込み難い。  

皮算用に基づいて財源を先食いすることは慎むべきであ

り、この▲4,400 億円程度の見直しとあわせて、これを財源

として行われる予定の 6,500 億円程度の公費追加や入院需要

の抑制によって生ずるとされる 2,200 億円程度の在宅医療・

在宅介護の反射的な公費の増加も当然に見直されるべきで

あり、とりわけ前者の公費の追加は、平均在院日数の減少等

による歳出抑制効果が具体的に発現し、それを定量的に見極

めた上でなければ行うべきでない。  

医療・介護サービスの提供体制改革関係で予定されている

重点化・効率化▲0.7 兆円程度には、上記の▲4,400 億円程度

のほか、外来受診の適正化による重点化・効率化▲1,300 億

円程度が含まれることとされているが、2015 年度までにそ

の効果が生じるかは精査が必要である上、その具体的内容は

既往の医療費適正化の取組に含まれており、（１）で述べた

とおり、社会保障・税一体改革とは別に位置づけて然るべき

である。残余の介護予防・重度化予防等による重点化・効率

化▲1,800 億円程度についても、同様に検証が必要となる。  

医療・介護保険制度関係に関する公費追加の規模や時期に

ついても、国民会議の議論を踏まえ、見直しが必要となろう。 
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なお、こうした社会保障・税一体改革の公費追加フレーム

や今後の重点化・効率化効果について論う以前の問題として、

そもそも過去の重点化・効率化の取組への検証が不十分であ

ることを指摘しておかざるを得ない。  

一例を挙げれば、平成 18 年の医療制度改革では、医療費

適正化計画を策定することとされ、これに基づき、平成 20

年 9 月に第 1 期の計画（平成 20 年度～平成 24 年度）が策定

されたが、その中では、平均在院日数の短縮や生活習慣病対

策に取り組むことで、平成 20 年度から平成 24 年度にかけて

の医療費の増加を､約 4 兆円から約 3.3 兆円に抑えられるとの

見通しが示されていた（医療費適正化の効果額▲0.7 兆円。

医療費の見通しを示していた 42 道府県ベースの金額）。  

しかしながら、厚生労働省が平成 23 年 3 月に公表した適

正化計画に関する中間評価においては、上記の医療費適正化

の効果額については、何らの検証・評価も行われていない。 

第 1 期の適正化計画は 24 年度末をもって終了したことか

ら、今後行われる計画期間全体についての検証・評価の中で、

医療費適正化の効果額を示すことが不可欠である。  

 

 

（３）その他社会保障の重点化・効率化  

 

①後発医薬品の更なる使用促進等  

高齢化の進展に伴う医療・介護の給付費の増大への対応が我

が国社会保障の最大の課題であり、給付の重点化・効率化につ

いて不断の取組が必要である。  

このうち後発医薬品の使用促進については、これまで、「経

済財政改革の基本方針 2007｣（平成 19 年６月 19 日  閣議決定）

において､24 年度までに全医薬品販売に占める後発医薬品の数

量シェア 30%以上にする､との目標が掲げられていたところで

あるが、足元の後発医薬品の数量シェアは、22.8%に過ぎず（平

－ 9 －



 

 

成 23 年９月薬価調査）､平成 19 年に閣議決定された目標は達

成されなかった。  

こうした中、厚生労働省は、平成 25 年４月に「後発医薬品

のさらなる使用促進のためのロードマップ」を公表し、その中

で、後発医薬品の数量シェアについて「平成 30 年３月末まで

に 60％以上とする」との新たな目標を設定した。  

ただし、この 60%以上という目標値は､これまでの｢平成 24

年度までに 30%以上｣との目標値とはベースが異なり､後発医薬

品のある先発品と後発医薬品の合計を分母とした後発医薬品

の割合を示すものである。この基準で足元の後発医薬品シェア

（旧基準では 22.8%）を見た場合には約 40%となるが､これは

諸外国に比して極めて低い水準となっている（参考：米国：約

90％、ドイツ：約 80％強、英国：約 70％強、フランス：約 60％

強）。  

このように､今回､｢平成 30 年３月末までに 60%以上｣との新

目標は定められたが､従来の｢24 年度までに 30%以上｣との目標

が達成できなかったという事実から目を背けることは許され

ず､その真摯な反省と検証なくしては、新目標の設定も、単な

る従前の目標の先延ばしとの批判を免れまい。  

今後の後発医薬品の使用促進に向けた取組については､目標

値がいわば｢掛け声倒れ｣に終わってしまうことがないよう､よ

り実効性ある具体的な手段を伴うものとすることが不可欠で

ある｡このような観点からは､諸外国の例も参考に、一部の医薬

品についての保険償還額を後発医薬品に基づいて設定し、それ

を上回る部分は患者の自己負担とすることや、薬剤の内容によ

って患者の自己負担の割合に差を設けること、また、長期収載

品（後発医薬品のある先発医薬品）の薬価の引下げなどに取り

組むべきである。  

更には､今回設定された新たな目標ですら、諸外国比較で見

れば低水準に過ぎないことは否めず、後発医薬品が先発医薬品

と効果・効能が同一であるというのであれば、最終的には 100％
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を目指すべきであり、しかも可能な限り早期の目標達成が求め

られる [資料Ⅱ -１ -９、10 参照 ]｡ 

 

②外来受診等の適正化  

レセプトは病院（医科）で 99.9％が電子化されており、健保

組合、国保等の保険者は、自ら保有する電子レセプト情報も活

用しつつ、被保険者に対する保健指導など医療費適正化のため

の取組を行っている。他方で、重複受診、過剰検査、過剰な薬

剤投与の削減等への取組は必ずしも十分とは言えない。そこで､

例えば、保険者に対し､データに基づく加入者への診療実績の

評価や健康度評価を義務付けるなど､電子レセプト等の ICT の

活用による保険者機能の強化を図るべきである｡この点につい

ては、経済財政諮問会議や産業競争力会議における議論も踏ま

えつつ、これまで以上に実効性ある取組がなされることを期待

したい｡ 

 

③介護  

   介護分野では、総体としてみれば介護事業者は収支が大幅に

改善するとともに、特別養護老人ホーム等の施設において内部

留保も積み上がっている。こうした経営実態の精査が必要であ

るが、設置主体において経営情報が開示されることなしには限

界がある。規制改革会議で社会福祉法人について財務諸表の公

表を行う方向が示されていること等を踏まえ、設置主体の経営

の透明性の向上・明確化が図られるべきである。その上で網羅

的な実態把握を行い、内部留保の原資の大宗が保険料や公費で

あることを踏まえ、利用者やより広く国民に還元することも含

めた対応策が検討されるべきである [資料Ⅱ -１ -11 参照 ]。  
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国
民

会
議

「
議

論
の

整
理

（
医

療
・
介

護
分

野
）
」
（
案

）
（
抜

粋
）
①

○
「
い

つ
で

も
、

好
き

な
と

こ
ろ

で
、

お
金

の
心

配
を

せ
ず

に
、

求
め

る
医

療
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
」
医

療
か

ら
、

「
必

要
な

と
き

に
適

切
な

医
療

を
適

切
な

場
所

で
最

小
の

費
用

で
受

け
る

」
医

療
に

転
換

す
べ

き
。

そ
の

際
、

適
切

な
医

療
の

提
供

と
は

、
疾

病
や

障
害

に
合

っ
た

適
切

な
場

で
医

療
を

提
供

す
る

こ
と

を
基

本
に

考
え

る
べ

き
。

○
医

療
、

介
護

、
看

取
り

ま
で

継
ぎ

目
の

な
い

地
域

医
療

・
包

括
ケ

ア
を

目
標
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し

て
各

地
域

の
医

療
・
介
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需

要
ピ
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ク

時
ま
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の

地
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医
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包
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ケ
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ビ

ジ
ョ
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を
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成

す
べ

き
。

そ
の

際
、

地
域

医
療

ビ
ジ

ョ
ン

は
、

平
成

３
０

年
度

と
は

言
わ

ず
前

倒
し

で
作

成
。

そ

の
ビ

ジ
ョ

ン
の
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現

に
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け
て

、
都

道
府

県
は

地
域

医
療

計
画

を
、

市
町

村
は

地
域
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括

ケ
ア
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画

を
、
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定

年
間
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。
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２
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度
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期
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般
急
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定

し
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国
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標
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を
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。
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す
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あ
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を
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の

方
向
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医

療
法
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示
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べ
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○
「
病

院
で

治
す

」
医

療
か

ら
超

高
齢

社
会

に
合

っ
た

「
地

域
全

体
で

、
治

し
・
支

え
る

医
療

」
へ

転
換

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

【
基

本
的
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考
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方

】

【
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・介
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の

提
供

体
制

の
在

り
方

】
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○
医

療
提

供
体

制
改

革
の

実
効

性
を

高
め

る
た

め
に

は
、

医
療

計
画

の
策

定
者

で
あ

る
都

道
府

県
を

国
保

の
保

険
者

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

険
者

機
能

を
通

じ
た

受
益

と
負

担
の

牽
制

を
働

か
せ

る
こ

と
が

効
果

的
。

○
国

民
健

康
保

険
の

赤
字

構
造

を
抜

本
的

に
解

決
し

た
上

で
、

国
民

健
康

保
険

の
保

険
者

を
都

道
府

県
と

す
る

べ
き

。
た

だ
し

、
そ

の

際
に

は
、

保
険

料
徴

収
・
保

健
事

業
等

引
き

続
き

市
町

村
が

担
う

こ
と

が
適

切
な

業
務

が
存

在
す

る
こ

と
か

ら
、

都
道

府
県

と
市

町

村
が

適
切

に
役

割
分

担
す

る
仕

組
み

と
す

る
こ

と
が

必
要

。

○
地

域
医

療
提

供
体

制
整

備
の

責
任

主
体

と
、

国
民

健
康

保
険

の
保

険
者

を
都

道
府

県
に

一
本

化
し

、
地

域
医

療
の

提
供

水
準

と

保
険

料
等

の
住

民
負

担
の

あ
り

方
を

総
合

的
に

検
討

す
る

こ
と

が
可

能
な

望
ま

し
い

体
制

を
実

現
す

べ
き

。

○
保

険
財

政
安

定
化

事
業

に
よ

り
市

町
村

国
保

の
財

政
は

県
単

位
化

さ
れ

る
が

、
老

人
保

健
制

度
と

同
様

に
責

任
者

不
在

の
仕

組

み
。

都
道

府
県

が
地

域
保

険
に

参
画

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
へ

の
医

療
供

給
に

係
る

統
制

力
と

地
域

特
性

に
応

じ
た

診
療

報

酬
設

定
の

一
部

権
限

委
譲

も
必

要
で

あ
る

。

○
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
重
点
化
・
効
率
化
と
機
能
強
化
の
た
め
に
公
費
が
追
加
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
（
中
略
）
、
急
性
期
病
床
へ
の
医
療
資
源
の
集
中
投
入
等
に
よ
り
「
高
密
度
医
療
」
を
実
現
し
、
平
均
在
院
日
数
の
減
少
等
を

通
じ
て
医
療
費
の
適
正
化
に
つ
な
げ
る
と
い
う
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
た
め
に
あ
え
て
行
う
公
費
負
担
で
あ
り
、
そ
の
政
策
効
果
の
発
現
に

は
、
診
療
報
酬
の
重
点
配
分
を
図
る
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
動
機
付
け
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
は
明
ら
か
。

（
参
考
）
財
政
制
度
等
審
議
会
「
平
成
25
年
度
予
算
編
成
に
向
け
た
考
え
方
」
（
抄
）

【
市

町
村

国
保

の
都

道
府

県
化

】

○
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携
の

た
め

の
医

療
機

関
の

再
編

等
を

可
能

と
し

、
ケ

ア
を

ベ
ー

ス
と

し
た

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

形
成

、
町

作
り

に
も

参
画

で
き

る
よ

う
に

医
療

法
人

制
度

の
見

直
し

を
行

う
べ

き
｡

○
医

療
機

関
が

役
割

分
担

を
行

う
こ

と
、

一
人

の
医

者
が

総
合

的
に

高
齢

者
を

診
る

こ
と

な
ど

、
フ

リ
ー

ア
ク

セ
ス

の
問

題
や

か
か

り
つ

け
医

へ
の

受
診

体
制

の
変

革
に

つ
い

て
結

論
を

出
す

べ
き

。

【
医

療
法

人
の

在
り

方
】

【
外

来
の

役
割

分
担

の
在

り
方

】
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○
社
会
保
険
制
度
内
で
の
保
険
料
負
担
の
調
整
が
公
費
投
入
よ
り
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
支
援
金
負
担
に
つ
い
て
、
所
得
が
高
い
被

用
者
保
険
に
総
報
酬
比
例
の
水
準
ま
で
の
負
担
を
求
め
、
そ
の
分
所
得
が
低
い
被
用
者
保
険
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
積
極
的
に
検

討
さ
れ
る
べ
き
。

○
被
用
者
保
険
間
の
負
担
の
按
分
方
法
を
完
全
に
総
報
酬
割
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
所
得
が
低
い
協
会
け
ん
ぽ
の
支
援
金
負
担

へ
の
国
庫
補
助
を
節
減
し
て
い
く
べ
き
。

○
保
険
者
へ
の
財
政
支
援
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
機
能
の
発
揮
の
観
点
か
ら
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
低
所
得
者
や
高
齢
者
が
集
中

し
て
い
る
市
町
村
国
保
へ
の
一
定
の
財
政
支
援
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
財
政
基
盤
の
弱
い
保
険
者
に
限
っ
て
重
点
的
に
講
じ
る
こ

と
と
し
、
と
り
わ
け
給
付
が
増
え
れ
ば
財
政
支
援
も
増
え
る
と
い
う
リ
ン
ク
は
極
力
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
総
報
酬
割
に
よ
り
節
減
さ
れ
る
協
会
け
ん
ぽ
の
国
庫
補
助
分
の
財
源
を
保
険
者
に
対
す
る
財
政
支
援
に
再
び
充
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

保
険
者
を
公
費
負
担
に
よ
る
財
政
支
援
か
ら
脱
却
さ
せ
て
い
く
と
い
う
あ
る
べ
き
方
向
性
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
。

○
所
得
の
高
い
国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
定
率
補
助
も
同
様
の
観
点
か
ら
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
参
考
）
財
政
制
度
等
審
議
会
「
平
成
25
年
度
予
算
編
成
に
向
け
た
考
え
方
」
（
抄
）

国
民

会
議

「
議

論
の

整
理

（
医

療
・
介

護
分

野
）
」
（
案

）
（
抜

粋
）

○
後

期
高

齢
者

支
援

金
の

負
担

金
に

対
す

る
全

面
総

報
酬

割
の

導
入

、
そ

の
際

に
浮

い
た

公
費

の
投

入
の

国
保

優
先

の
実

現
を

図
る

必
要

。

○
後

期
高

齢
者

支
援

金
の

全
面

報
酬

割
と

国
保

の
都

道
府

県
化

、
更

に
は

所
得

の
高

い
被

保
険

者
か

ら
な

る
国

保
組

合
へ

の
定

率
補

助
の

廃
止

を
一

体
的

に
実

現
す

れ
ば

、
被

用
者

保
険

者
間

の
み

な
ら

ず
市

町
村

間
の

保
険

料
負

担
の

格
差

の
是

正
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

に
な

り
、

保
険

制
度

を
通

じ
て

「
保

険
料

負
担

に
係

る
国

民
の

負
担

に
関

す
る

公
平

の
確

保
」
と

の
『
社

会
保

障
制

度
改

革
推

進
法

』
の

趣
旨

を
実

現
で

き
、

消
費

税
率

引
上

げ
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

ふ
さ

わ
し

い
内

容
の

改
革

と
な

る
。

○
後

期
高

齢
者

支
援

金
の

総
報

酬
割

の
導

入
に

つ
い

て
は

、
浮

く
と

さ
れ

る
国

庫
負

担
分

を
国

債
残

高
圧

縮
へ

の
充

当
（
＝

将
来

世
代

へ
の

ツ
ケ

の
先

送
り

の
抑

制
）
に

使
う

べ
き

と
の

意
見

に
加

え
、

協
会

け
ん

ぽ
の

国
庫

補
助

率
２

０
％

の
引

上
げ

に
使

う
べ

き
と

の
意

見

や
、

前
期

高
齢

者
の

給
付

費
に

充
当

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

被
用

者
保

険
全

体
の

負
担

軽
減

を
図

る
べ

き
と

の
意

見
な

ど
、

様
々

な
意

見

が
あ

る
こ

と
も

踏
ま

え
、

浮
い

た
財

源
の

使
途

も
含

め
て

、
検

討
す

べ
き

。
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○
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
の
一
部
自
己
負
担
を
法
定
の
２
割
負
担
に
戻
す
こ
と
は
、
制
度
改
革
以
前
の
制
度
運
用
の
正
常
化
と
い
う
課

題
で
あ
り
、
直
ち
に
取
り
組
む
べ
き
。

○
現
役
並
み
所
得
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
に
お
い
て
は
、
順
次
、
自
己
負
担
割
合
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
介
護
保

険
に
お
い
て
は
、
制
度
創
設
以
来
、
利
用
者
負
担
割
合
は
1割

の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
お
り
、
早
急
に
そ
の
引
上
げ
を
実
現
す
る
必
要
。

○
軽
度
者
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
保
険
給
付
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
べ
き
。

○
介
護
施
設
の
入
所
者
を
重
度
者
に
限
定
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
、
施
設
介
護
か
ら
在
宅
介
護
へ
の
移
行
を
着
実
に
実
現
す
る
必
要
。

○
介
護
納
付
金
に
つ
い
て
も
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
動
向
と
整
合
的
に
総
報
酬
割
の
導
入
・
拡
大
が
図
ら
れ
る
べ
き
。

（
参
考
）
財
政
制
度
等
審
議
会
「
平
成
25
年
度
予
算
編
成
に
向
け
た
考
え
方
」
（
抄
）

国
民

会
議

「
議

論
の

整
理

（
医

療
・
介

護
分

野
）
」
（
案

）
（
抜

粋
）

○
７

０
－

７
４

歳
の

医
療

費
自

己
負

担
は

法
律

で
は

２
割

で
あ

る
の

に
、

確
た

る
理

由
も

な
く
暫

定
的

に
１

割
の

ま
ま

。

○
継

ぎ
目

の
な

い
「医

療
」
「
介

護
」
シ

ス
テ

ム
構

築
の

観
点

か
ら

の
医

療
・
介

護
の

自
己

負
担

・
利

用
者

負
担

の
整

合
性

確
保

が
必

要
。

７
０

－
７

４
歳

の
現

役
並

み
所

得
の

医
療

費
自

己
負

担
３

割
。

と
こ

ろ
が

、
介

護
に

移
行

す
る

と
利

用
者

負
担

１
割

。
他

方
、

７
５

歳
以

上
の

高
齢

者
で

は
「
医

療
」
か

ら
「
介

護
」
へ

移
行

し
て

も
１

割
負

担
の

ま
ま

で
あ

り
、

全
体

の
整

合
性

を
確

保
し

て
い

く
べ

き
。

○
軽

度
の

高
齢

者
は

、
見

守
り

・
配

食
等

の
生

活
支

援
が

中
心

で
あ

り
、

要
支

援
者

の
介

護
給

付
範

囲
を

適
正

化
す

べ
き

。
具

体
的

に

は
、

保
険

給
付

か
ら

地
域

包
括

ケ
ア

計
画

と
一

体
と

な
っ

た
事

業
に

移
行

し
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

な
ど

を
活

用
し

柔
軟

・
効

率
的

に

実
施

す
べ

き
。

○
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

は
中

重
度

者
に

重
点

化
。

軽
度

者
を

含
め

た
低

所
得

高
齢

者
の

住
ま

い
の

確
保

が
新

た
な

課
題

。

○
介

護
保

険
で

は
、

現
役

世
代

の
保

険
料

負
担

の
公

平
性

は
保

険
料

で
調

整
す

べ
き

で
あ

り
、

第
２

号
被

保
険

者
の

介
護

納
付

金
に

つ
い

て
、

総
報

酬
割

を
導

入
す

べ
き

。
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○
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

の
財

源
は

、
加

入
者

で
あ

る
７

５
歳

以
上

の
方

々
が

、
そ

れ
ま

で
は

被
用

者
保

険
か

国
民

健
康

保
険

に
加

入

し
て

い
た

こ
と

等
を

踏
ま

え
、

給
付

費
の

４
０

％
を

被
用

者
保

険
と

国
民

健
康

保
険

か
ら

の
支

援
金

で
賄

っ
て

い
る

。

○
各

保
険

者
が

支
払

う
支

援
金

は
、

原
則

と
し

て
、

各
保

険
者

の
加

入
者

に
応

じ
た

も
の

（
人

数
割

）
と

な
っ

て
い

る
が

、
「
健

保
組

合
」
と

「
協

会
け

ん
ぽ

」
の

間
で

は
、

支
援

金
の

１
／

３
に

つ
い

て
各

保
険

者
の

加
入

者
の

報
酬

に
応

じ
た

も
の

（
総

報
酬

割
）
と

な
っ

て
い

る
。

公
費

６
．

５
兆

円
（
国

４
．

４
、

地
方

２
．

２
）

（
国

３
３

％
：
都

道
府

県
・
市

町
村

１
７

％
）

高
齢

者
の

保
険

料
１

．
５

兆
円

約
５

割
約

４
割

約
１

割

１
３

．
８

兆
円

国
民

健
康

保
険

協
会

け
ん

ぽ
健

保
組

合
等

支
援

金
２

．
０

兆
円

支
援

金
１

．
７

兆
円

支
援

金
２

．
１

兆
円

※
計

数
は

平
成

２
５

年
度

予
算

ベ
ー

ス

被
用

者
保

険

現
役

世
代

か
ら

の
支

援
金

５
．

８
兆

円
各

保
険

者
の

７
５

歳
未

満
の

者
の

人
数

割
（
被

用
者

保
険

内
は

一
部

総
報

酬
割

）

国
１

．
２

兆
円

公
費

４
．

０
兆

円
（
国

３
．

２
、

地
方

０
．

７
）

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
に

つ
い

て

前
期

財
政

調
整

（
差

引
）
３

．
３

兆
円

7
5

歳 以 上 6
5

～ 7
4

歳 ～ 6
4

歳
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<
新

し
い

年
金

制
度

の
創

設
(※

）
>

○
所

得
比

例
年

金
（社

会
保

険
方

式
）

○
最

低
保

障
年

金
（税

財
源

）

<
現

行
制

度
の

改
善

>
○

最
低

保
障

機
能

の
強

化

・
低

所
得

高
齢

者
・
障

害
者

等
へ

の
福

祉
的

給
付

（5
,6

00
億

円
程

度
）

・
受

給
資

格
期

間
の

短
縮

（
3
0
0億

円
程

度
）

○
遺

族
年

金
の

父
子

家
庭

へ
の

拡
大

（1
00

億
円

程
度

）

●
短

時
間

労
働

者
に

対
す

る
厚

生
年

金
の

適
用

拡
大

●
産

休
期

間
中

の
保

険
料

負
担

免
除

●
被

用
者

年
金

の
一

元
化

●
第

３
号

被
保

険
者

制
度

の
見

直
し

の
検

討
●

在
職

老
齢

年
金

の
見

直
し

の
検

討

（
●

は
公

費
へ

の
影

響
な

し
）

Ａ
充

実
Ｂ

重
点

化
・
効

率
化

○
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
充

実
・
（
例

）
０

～
２

歳
児

保
育

の
量

的
拡

充
・
体

制
強

化
等

（待
機

児
童

の
解

消
）

○
医

療
・
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
効

率
化

・重
点

化
と

機
能

強
化

～
診

療
報

酬
・介

護
報

酬
の

体
系

的
見

直
し

と
基

盤
整

備
の

た
め

の
一

括
的

な
法

整
備

～
・
病

院
・
病

床
機

能
の

分
化

・
強

化
と

連
携

・
在

宅
医

療
の

充
実

等
（
8,

8
0
0億

円
程

度
）

・
在

宅
介

護
の

充
実

等
の

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
（
2,

8
0
0億

円
程

度
）

・
上

記
の

重
点

化
に

伴
う

マ
ン

パ
ワ

ー
増

強
（2

,5
00

億
円

程
度

）

・
平

均
在

院
日

数
の

減
少

等
（
▲

4
,4

0
0億

円
程

度
）

・
外

来
受

診
の

適
正

化
（
▲

1
,3

0
0億

円
程

度
）

・
介

護
予

防
・
重

度
化

予
防

・
介

護
施

設
の

重
点

化
（
在

宅
へ

の
移

行
）

（
▲

1
,8

0
0
億

円
程

度
）

○
保

険
者

機
能

の
強

化
を

通
じ

た
医

療
・介

護
保

険
制

度
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

機
能

の
強

化
・
給

付
の

重
点

化
、

逆
進

性
対

策
ａ

被
用

者
保

険
の

適
用

拡
大

と
国

保
の

財
政

基
盤

の
安

定
化

・
強

化
・
広

域
化

・
短

時
間

労
働

者
に

対
す

る
被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
・
市

町
村

国
保

の
財

政
運

営
の

都
道

府
県

単
位

化
・
財

政
基

盤
の

強
化

（
低

所
得

者
保

険
料

軽
減

の
拡

充
等

（～
2
,2

00
億

円
程

度
））

ｂ
介

護
保

険
の

費
用

負
担

の
能

力
に

応
じ

た
負

担
の

要
素

強
化

と
低

所
得

者
へ

の
配

慮
、

保
険

給
付

の
重

点
化

・
１

号
保

険
料

の
低

所
得

者
保

険
料

軽
減

強
化

（～
1,

3
0
0億

円
程

度
）

ｄ
そ

の
他

（
総

合
合

算
制

度
～

0
.4

兆
円

程
度

）

・
介

護
納

付
金

の
総

報
酬

割
導

入
（
完

全
実

施
す

れ
ば

▲
1
,5

00
億

円
）

・
軽

度
者

に
対

す
る

機
能

訓
練

等
重

度
化

予
防

に
効

果
の

あ
る

給
付

へ
の

重
点

化

【
医

療
・
介

護
】

【
子

ど
も

・
子

育
て

】

公
費

へ
の

影
響

は
完

全
実

施
の

場
合

は
▲

1
,6

00
億

円
改

正
法

で
は

、
公

費
へ

の
影

響
は

縮
小

（
▲

20
0
億

円
程

度
）

【
年

金
】

○
物

価
ス

ラ
イ

ド
特

例
分

の
解

消
・
平

成
2
5
年

度
か

ら
平

成
2
7年

度
の

３
年

間
で

解
消

し
、

平
成

2
5年

度
は

1
0月

か
ら

実
施

○
高

所
得

者
の

年
金

給
付

の
見

直
し

の
検

討
○

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
の

検
討

・
単

に
毎

年
▲

0
.9

％
の

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
を

す
る

と
、

毎
年

最
大

0
.1

兆
円

程
度

の
公

費
縮

小

●
標

準
報

酬
上

限
の

引
上

げ
の

検
討

◆
支

給
開

始
年

齢
引

上
げ

の
検

討
（中

長
期

的
な

課
題

）
・
基

礎
年

金
の

支
給

開
始

年
齢

を
引

き
上

げ
る

場
合

、
１
歳

引
き

上
げ

る
毎

に
、
引

上
げ

年
に

お
い

て
0.5

兆
円

程
度

公
費

縮
小

20
15

年
度

の
所

要
額

（
公

費
）

合
計

＝
２

．
７

兆
円

程
度

（
 

3.
8兆

円
程

度
－

 
1.

2兆
円

程
度

）
主

な
改

革
検

討
項

目

0
.7

兆
円

程
度

～
1
.4

兆
円

程
度

0
.6

兆
円

程
度

～
１

兆
円

程
度

▲
～

0.
7兆

円
程

度

▲
～

0.
5兆

円
程

度

 
3.

8兆
円

程
度

 
1.

2兆
円

程
度

・
制

度
の

持
続

可
能

性
の

観
点

か
ら

高
額

療
養

費
の

改
善

に
必

要
な

財
源

と
方

策
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
ま

ず
は

年
間

で
の

負
担

上
限

等
の

導
入

を
目

指
す

・
高

齢
者

医
療

制
度

改
革

(※
)

(※
)３

党
の

「
確

認
書

」で
は

、
今

後
の

公
的

年
金

制
度

、
今

後
の

高
齢

者
医

療
制

度
に

か
か

る
改

革
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

内
容

等
に

つ
い

て
三

党
間

で
合

意
に

向
け

て
協

議
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

社
会

保
障

の
充

実
と

重
点

化
・
効

率
化

法
案

成
立

法
案

成
立

資
料
Ⅱ

－
１

－
８

参
照

資
料

Ⅱ
－

１
－

７

－ 19 －



①
病

床
の

機
能

に
応

じ
た

医
療

資
源

の
充

実

（
6
,5

0
0
億

円
程

度
）

［
入

院
医

療
の

「
サ

ー
ビ

ス
単

価
」
の

増
］

⑥
早

期
退

院
が

可
能

に
（
平

均
在

院
日

数
の

減
少

等
）

（
▲

4
,4

0
0
億

円
程

度
）

［
入

院
医

療
の

「
サ

ー
ビ

ス
量

」
の

減
］

②
退

院
患

者
の

受
け

皿
と

な
る

介
護

の
充

実

（
1
,1

0
0
億

円
程

度
）

［
介

護
の

「
サ

ー
ビ

ス
量

」
の

増
］

③
在

宅
医

療
の

充
実

等
（
1
,1

0
0
億

円
程

度
）

［
在

宅
医

療
の

「
サ

ー
ビ

ス
量

」
の

増
］

退
院

患
者

の
増

加
※

同
時

達
成

が
必

要

※
こ

の
ほ

か
、

⑦
外

来
受

診
適

正
化

（
▲

1
,3

00
億

円
程

度
）

⑧
介

護
予

防
・
重

度
化

予
防

等
（

▲
1
,8

00
億

円
程

度
）

に
よ

る
重

点
化

・
効

率
化

が
あ

る
。

充
実

重
点

化
・
効

率
化

※
こ

の
ほ

か
、

④
在

宅
介

護
の

充
実

等
（2

,8
00

億
円

程
度

）

⑤
上

記
に

伴
う

マ
ン

パ
ワ

ー
の

増
強

（2
,5

0
0億

円
程

度
）

に
よ

る
充

実
が

あ
る

。 １
．

４
兆

円
程

度
▲

0
.7

兆
円

程
度

合
計

（
公

費
）

0
.6

兆
円

程
度

（
充

実
＋

重
点

化
・
効

率
化

）

資
料

Ⅱ
－

１
－

８

－ 20 －



後
発

医
薬

品
の

使
用

促
進

○
我

が
国

の
後

発
医

薬
品

の
使

用
割

合
は

、
諸

外
国

に
比

し
て

極
め

て
低

い
。

○
厚

生
労

働
省

が
新

た
に

後
発

品
使

用
目

標
を

設
定

→
「
平

成
3
0
年

3
月

末
ま

で
に

6
0％

以
上

」

⇒
新

た
な

目
標

で
す

ら
、

諸
外

国
比

較
で

見
れ

ば
、

最
低

水
準

。

⇒
例

え
ば

、
①

よ
り

高
い

目
標

へ
の

見
直

し
や

目
標

達
成

時
期

の
前

倒
し

の
ほ

か
、

②
長

期
収

載
品

（
後

発
品

の
あ

る
先

発
品

）
の

薬
価

の
引

下
げ

な
ど

、
よ

り
実

効
性

あ
る

取
組

が
必

要
で

は
な

い
か

。

＜
先

発
品

と
後

発
品

で
薬

価
の

差
が

大
き

い
例

＞
・
・
・
高

脂
血

症
用

剤
（
５

m
g 

１
錠

）

先
発

品
：

薬
品

Ａ
５

９
．

３
０

円
（
1
0
0
）

後
発

品
：

薬
品

Ｂ
３

５
．

４
０

円
（
6
0
）

薬
品

Ｃ
２

７
．

３
０

円
（
4
6
）

薬
品

Ｄ
１

５
．

６
０

円
（
2
6
）

＜
先

発
品

と
後

発
品

で
薬

価
の

差
が

小
さ

い
例

＞
・
・
・
Ｘ

線
造

影
剤

（
５

０
m

l 
１

瓶
）

先
発

品
：

薬
品

Ｅ
５

，
３

３
５

円
（
1
0
0
）

後
発

品
：

薬
品

Ｆ
３

，
９

８
５

円
（
7
5
）

薬
品

Ｇ
３

，
６

５
１

円
（
6
8
）

薬
品

Ｈ
３

，
２

３
９

円
（
6
1
）

（
出

典
）
中

医
協

薬
価

専
門

部
会

資
料

（
平

成
24

年
1
0月

31
日

）よ
り

作
成

○
後

発
品

あ
り

先
発

品
が

全
て

後
発

医
薬

品
に

置
き

換
わ

っ
た

場
合

の
影

響
額

⇒
医

療
費

総
額

▲
1
5
,3

0
0
億

円
(
国

費
▲

4
,0

0
0
億

円
)

○
厚

生
労

働
省

目
標

（
平

成
3
0年

3
月

末
ま

で
に

後
発

医
薬

品
の

使
用

割
合

6
0
％

）
を

達
成

し
た

場
合

の
医

療
費

へ
の

影
響

額

⇒
  
医

療
費

総
額

▲
5
,3

0
0
億

円
(
国

費
▲

1
,4

0
0
億

円
)

特
許

切
れ

市
場

に
お

け
る

後
発

医
薬

品
シ

ェ
ア

（
数

量
ベ

ー
ス

、
2
0
1
0
年

）

日
本

約
4
0
％

ア
メ

リ
カ

約
9
0
％

イ
ギ

リ
ス

約
7
0
％

強

ド
イ

ツ
約

8
0
％

強

フ
ラ

ン
ス

約
6
0
％

強

※
厚

生
労

働
省

「
薬

価
調

査
（平

成
23

年
9月

）、
平

成
2
2年

度
国

民
医

療
費

よ
り

試
算

資
料

Ⅱ
－

１
－

９

－ 21 －



【
先

発
品

・
後

発
品

の
取

扱
い

】

○
フ

ラ
ン

ス
で

は
、

一
部

の
医

薬
品

（
外

来
）
の

償
還

額
は

後
発

医
薬

品
を

基
に

設
定

さ
れ

、
そ

れ
を

上
回

る
部

分
に

つ
い

て
は

患
者

負
担

（
２

０
０

４
年

～
）
。

○
ド

イ
ツ

で
は

、
外

来
薬

剤
費

の
１

割
を

患
者

が
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
が

、
こ

れ
に

加
え

、
薬

剤
費

が
参

照
価

格
を

超
過

す
る

分
に

つ
い

て
も

患
者

が
負

担
。

（
参

考
）
ス

ペ
イ

ン
で

は
、

医
薬

品
は

そ
の

主
成

分
又

は
一

般
名

で
の

処
方

と
し

、
薬

局
で

は
最

も
安

い
医

薬
品

（
後

発
品

）
を

提
供

す
る

こ
と

を
義

務
付

け
て

い
る

他
、

ギ
リ
シ

ャ
、

イ
タ

リ
ア

、
ポ

ル
ト
ガ

ル
、

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

に
お

い
て

も
、

医
療

支
出

抑
制

策
の

一
環

と
し

て
、

ジ
ェ

ネ
リ
ッ

ク
医

薬
品

の
使

用
促

進
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

【薬
剤

費
の

負
担

割
合

】

○
フ

ラ
ン

ス
で

は
、

薬
剤

（
外

来
）
の

内
容

に
よ

っ
て

負
担

割
合

を
変

更
。

・
代

替
性

の
な

い
重

要
薬

：
０

％

・
ほ

と
ん

ど
の

治
療

薬
：

３
５

％

・
胃

薬
な

ど
、

軽
治

療
薬

：
７

０
％

・
再

評
価

で
有

効
性

が
乏

し
い

と
さ

れ
た

も
の

：
８

５
％

・
ビ

タ
ミ

ン
剤

等
：

１
０

０
％

（
注

）
平

成
２

４
年

度
か

ら
は

、
ビ

タ
ミ
ン

剤
に

つ
い

て
、

栄
養

補
給

目
的

で
の

使
用

は
保

険
上

の
算

定
か

ら
除

外
。

諸
外

国
に

お
け

る
薬

剤
費

負
担

資
料

Ⅱ
－

１
－

1
0

－ 22 －



○
平

成
2
3
年

度
末

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

貸
借

対
照

表
（
1
施

設
当

た
り

平
均

値
）
（
厚

労
省

公
表

）

（
※

）
調

査
対

象
と

し
た

特
養

は
、

全
施

設
6
,1

0
4
施

設
で

あ
る

が
、

回
答

の
あ

っ
た

2
,5

1
8
施

設
の

う
ち

、
内

部
留

保
が

正
確

に
把

握
で

き
た

1
,6

6
2
施

設
（
2
7
.2

％
）の

み
の

実
態

把
握

。

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

経
営

状
況

に
つ

い
て

○
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の
収

支
は

大
幅

に
改

善
。

平
均

的
な

特
養

（
定

員
約

7
0
人

）
で

は
、

収
支

差
月

＋
2
4
7
万

円

（
年

間
＋

約
3
,0

0
0
万

円
）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
な

ど
の

施
設

に
お

い
て

は
、

収
支

状
況

が
大

幅
に

改
善

す
る

と
と

も
に

、
内

部
留

保
も

積
み

上
が

り
。

平
成

2
0
年

平
成

2
3
年

収
支

差
の

増

特
養

3
.4

％
9
.3

％
＋

5
.9

％

①
収

支

②
内

部
留

保

内
部

留
保

の
別

単
位

金
額

発
生

源
内

部
留

保
1
施

設
当

た
り

平
均

3
億

1
,3

7
3
万

円

1
床

当
た

り
平

均
3
8
1
万

円

実
在

内
部

留
保

1
施

設
当

た
り

平
均

1
億

5
,5

6
4
万

円

1
床

当
た

り
平

均
1
9
1
万

円資
料

Ⅱ
－

１
－

1
1

【
参

考
】

平
成
23

年
12
月

公
表

の
内

部
留

保
額

：
特
養

１
施

設
当

た
り

平
均

3億
78
2万

円

【
発
生
源
内
部
留
保
】

内
部
留
保
の
源
泉
で
捉
え
た
「
貸
借
対
照
表
の
貸
方
に
計
上
さ
れ
て
い
る
内
部
資
金
」

＝
次

期
繰

越
活
動
収
支
差
額

＋
そ
の
他

の
積
立
金

＋
４
号

基
本
金

【
実
在
内
部
留
保
】

内
部
資
金
の
蓄
積
額
の
う
ち
、
今
現
在
、
事
業
体
内
に
未
使
用
資
産
の
状
態
で
留
保
さ
れ
て
い
る
額
（
減
価
償
却
に
よ
り
、
蓄
積
し
た
内
部
資
金
も
含
む
。
）

＝
「
現

預
金
�現

預
金
相
当
額
」
－（
流
動
負
債
＋退

職
給
与
引
当
金
）

（
平
成

23
年

介
護
事
業
経
営
実
態
調
査
結
果
（
厚
労
省
）
)

－ 23 －


